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総務省 情報通信審議会 平成 18 年 8 月 1 日発表  
第 3 次中間答申に対する 

日本国際映画著作権協会の意見 
 

平成 18 年 9 月 12 日 
 
 
 
 
モーション ピクチャー アソシエーション (MPA) は、劇場映画,ホームビデオエンタテインメント

及びテレビ番組の製作・配給に携わる国際的製作会社・配給会社 6 社を代表する業界団体であり、

日本国際映画著作権協会(Japan and International Motion Picture Copyright Association、通称

ジムカ「JIMCA」)は、日本における MPA の代表団体です。MPA 及び JIMCA のメンバー社は、

以下のとおりです。 

 
Buena Vista International, Inc. 

Paramount Pictures Corporation 

Sony Pictures Releasing International 

Twentieth Century Fox International Corporation 

Universal International Films, Inc. 

Warner Bros. Pictures International, a division of Warner Bros. Pictures Inc. 

 

はじめに 

 

日本国政府の総務省内の情報通信審議会はデジタル放送コンテンツ保護のためにコピー・ワンジェ

ネレーション（COG）に替わるものとして 出力保護付きコピー制限なし (EPN) を採用するにあ

たり意見を求めていると理解しております。そこで、日本におけるデジタル化の重要な過渡期にあ

たり、高価値のコンテンツの配給チャンネルとしてのフリーテレビ競争力の保護・強化支援のため

に EPN 採用問題に対して以下の意見を述べたいと存じます。 

 

意見を述べたい 3 つの点： 

１．高価値コンテンツ用配給チャンネルとしての民間デジタルテレビ放送競争力の 大化 

２．近接ベースでのコンテンツのローカライゼーション及び無許諾再配給に対する放送コンテン

ツの効果的保護の将来性 

３．COG マークコンテンツの複数コピー作成に関連する技術的解明 
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高価値コンテンツ用配給チャンネルとしての民間デジタル地上波テレビ放送競争力の 

大化 

 

コンテンツプロバイダーは、高価値コンテンツのライセンス決定を行う際にさまざまな要因を考慮

します。その一つはそのコンテンツ放送に際してかかるコンテンツが配給後無許諾コピー及び無許

諾再配給から保護されるか否か、またどの程度くらい保護されるかという問題です。条件付きアク

セス（「conditional access」、CA）システムはコンテンツ保有者にエンド・ツー・エンド型（終端

間）コンテンツ保護を提供し、こうした危険を 小限に留めることができます。高価値コンテンツ

のための配給チャンネルとしてその競争力を 大限に高めるために、民間デジタルテレビ局は終端

間保護を組み込むだけではなく、適切なコピー保護信号方式も取り入れなければなりません。 

 
日本国内で発信されている既存の COG 信号方式は無制限コピー及び無許諾再配給から放送コンテ

ンツを保護するための効果的基準となっていますが、COG 信号方式の採用のみでは残念ながら、

コピー管理規則多様化により異なった種類のコンテンツへのさまざまな消費者のニーズに応える

にはコンテンツ所有者や放送事業者の柔軟性に限界があるという副次的作用が生じます。COG 信

号方式使用を外して放送事業者の能力を条件付アクセスシステムとの競争に向けさせる代わりに、

現行の COG 信号方式に出力保護付きコピー制限なし (EPN)信号方式の任意使用を補完するほう

がより良い選択です。既存の COG 信号方式に EPN を加えることによりコンテンツ保護の柔軟性

が強化され、幅広い選択肢を持つテレビ番組へのアクセスの幅拡大により消費者にとっての利益が

もたらされると考えます。 

 

近接ベースでのコンテンツ局所化及び無許諾再配給に対する放送コンテンツの効果的保護の見込

み 

 
EPN マークが付いたコンテンツで作られるコピーには数の制限がありません。EPN マークがつい

た放送コンテンツをコピーするに際して、COG マーク付きコンテンツを外して 初に録画したも

のを消すという条件はついていないので、EPN 放送コンテンツの無制限コピーは日本以外の場所

を含めてそのコンテンツを 初に受信した個人や家庭の枠を超える視聴に繋がるという大きな危

険があります。この理由から、日本国内の放送コンテンツに COG 信号方式を付けるという現在の

選択は広範な配給に対する効果的保護を提供しているのであり、既存のデジタルコンテンツ保護シ

ステムすべてから全幅の支持を得てもいるのです。 

 

従って、こうした消費者の高度化された柔軟性をしっかりと推し進めるためには、EPN の使用は

EPN 付きコンテンツが積極的かつ局所的に近接したコンテンツ保護を持った技術を使って保護さ
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れるという条件と一対でなければなりません。新しく出てくるデジタルコンテンツ保護（開発途中

にある新しい保護技術）の多くは、家庭などのローカルエリア・ネットワークを越えた再配給から

EPN コンテンツを含めて保護付きコンテンツをより一層効果的に管理するためのメカニズムを取

り入れるでしょう。こうした積極的なローカライゼーション（局所化）は複数世代での一連のコピ

ーを可能にする一方で、広範な再配給の危険も幾分軽減されます。単に EPN 状態へのシグナル発

信規制への切り替えが行われるとしても、コンテンツ保護技術に積極的なコンテンツのローカライ

ゼーション規制をせずに行われるとしたら、無制限のコピー及び無許諾再配給に繋がる可能性があ

りますし、インターネットを介して日本以外の場所でもそれが起きることになるでしょう。 

 

COGマークコンテンツの複数コピー作成に関連する技術的解明 

 

情報通信審議会の答申の中では、ビルトイン・デジタル・チューナーがついたデジタル録画機器の

利用者は COG 付きコンテンツのバックアップ作成あるいはコピーの移送が現時点では難しいとい

う但し書きが示されています。しかしながら、5C Digital Transmission Content Protection 

(DTCP)ライセンスにより製造業者は 2 つの第一世代コピーを COG マークデジタル信号の異なっ

た録画メディアにコピーできるデジタル録画機器を作ることができます。こうした 2 つの異なった

コピーに加えて、こうした録画機器はこの 2 つのコピーのバックアップコピーを作るように設計す

ることもできます。また、ユーザーは 34 台に DTCP すべてを一台のデジタルテレビ受信機接続す

れば、受信機の DTCP デジタル信号出力から複数の第一世代の録画を作ることができるというこ

とを述べるべきです。5C DTCP は COG マークコンテンツをサポートしているので、COG コンテ

ンツが移送やバックアップ操作の間に失われてしまうかもしれないという不安を軽減してくれま

す。 

 

MPA はこの件に関して、総務省及び日本の放送事業者と話し合いを行い、さまざまな解決策を考

えていきたいと思っております。 

以上 
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